
【林業労働災害防止強調運動配布リーフレット】

【目的】
県内の林業における労働災害による死亡者数は、平成22年から令和１年までの10年間で33名（全国第２位）に上り、憂慮すべき状況が続いている。また、同期間の県内
全産業死亡者数は130名で、このうち林業は25.4％を占め、他の業種に比べて高水準で推移している。本年も、９月末までに１名の死亡災害が発生し、予断を許さない状
況にある。
死亡災害の発生状況をみると、チェーンソー等による切れ、こすれ災害、伐倒木等による激突され災害が全体の約半数（45%）を占め、それに加え木材伐出機械等に関
わる災害や退避不足により伐倒木に激突される災害など過去に繰り返された災害が依然として発生している。重篤な災害が発生する要因として、林業現場では基本的な
安全管理の取組が徹底されていないことが挙げられる。さらに、県内の林業を取り巻く状況として、林業労働者の不足並びに高齢化及び車両系木材伐出機械の急速な導
入等があり、県内林業現場においては、林業経験の浅い未熟練労働者への効果的な安全衛生教育の実施や高年齢労働者への作業配慮、車両系木材伐出機械の労働
災害防止に関する事前検討結果を踏まえた作業計画の作成及び作業者への周知が徹底されていない状況が認められる。
以上を踏まえ、本年度において関係行政機関及び林業関係団体の連携の下、伐木作業等が本格化する11月の時期に、重点事項を集中的に取組むこととし、この取組
により、林業に係る労働災害防止対策の徹底と作業の安全対策を定着させ、もって死亡災害撲滅及び休業４日以上の労働災害の大幅な減少を図ることとする。

（１）林業店社における実施事項
①現場責任者等による安全衛生管理体制の整備

②新規就業者に対する雇入れ時教育及び作業内容の変更時等の
安全教育実施の徹底

③現場での作業条件に応じた有資格者等の適正配置

④経営首脳、安全管理者等による安全パトロール等の実施

⑤ポスター等の掲示等による安全意識の高揚

（２）林業現場における実施事項

ア 共通事項
①労働災害防止のための基本的ルールの遵守

②服装の点検、保護帽、安全帯、保護眼鏡、耳栓及び防振手袋等
の保護具等使用の徹底

③作業者の具体的な作業内容を明示した作業日報の作成

④作業前ミーティングの実施

⑤作業現場の一斉点検の実施（リスクアセスメント等の実施）

⑥新規就業者とベテラン労働者の組合せ等による未熟練労働者に
係るリスク回避

⑦緊急連絡体制の点検及び救護訓練の実施

⑧「現場代理人による安全現場宣言運動」への取組

イ 集材作業
①集材装置等の主索直下及び内角側等の危険個所への立入禁止

②荷掛け、荷外しの際の合図及び退避の徹底

ウ 木材伐出機械等作業
①路肩からの転落防止のための走行路の幅員確保

②作業者との接触防止のための明確な合図の実施

③路肩、傾斜地で転倒または転落による危険を防止するため、シートベルトの
着用の徹底

④木材伐出機械等の運転席のヘッドガード、防護柵の設置

⑤木材伐出機械等運転業務従事者に対する特別教育受講の徹底

エ 伐木造材作業
①指差し呼称等による周囲の安全確認

②伐倒にあたっての安全な伐倒方向の決定及び適切な受け口切り、追い口
切りの徹底

③大径木、偏心木の伐倒の際のくさび使用

④適切な退避場所の選定

⑤伐倒の際の合図及び退避の徹底

⑥キックバック、枝のはね返り等防止のためのチェーンソーの適正使用

⑦急傾斜等を移動する際の墜落・転落災害防止用の歩行補助ロープの設置

及び墜落制止用器具の徹底又は迂回移動の励行

⑧チェーンソー及び刈払機使用時における保護衣及び足指防護用作業靴
の着用

オ かかり木処理作業
①専用器具使用等による安全対策の徹底

②かかり木を放置する場合の危険区域の標示及び立入禁止

カ トラック荷台（積荷）からの墜落・転落の防止
①墜落時保護用の保護帽の着用

②耐滑性のある靴の使用

③荷台端付近での安全な作業姿勢の徹底（荷台外側に背を向けず、後ずさ
りしない）

④荷締め、ラッピング等の作業は、可能な限り地上からの作業とすること

⑤荷台への昇降時における昇降設備の使用
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県内の林業における死傷災害（休業４日以上）の発生状況【Ｈ29年～Ｒ1年】228件
林業 死傷災害（休業４日以上）
【起因物別】【H29～R1年】

分析総数 228人

資料：労働者死傷病報告

分析総数 228人

資料：労働者死傷病報告

過去10年間（Ｈ22～Ｒ１年）の林業死亡労働災害の
推移は全国的に減少しているのに対し、県内では横ばい。

【林業労働災害防止強調運動期間中に実施すべき取組み事項】

59

43 37 39 42
38

31
24

4

2

0

6

4

3 3 5

1

5

1
0

2

4

6

8

10

12

14

0

10

20

30

40

50

60

70

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

林業死亡災害発生の推移

全国（公表確定値） 宮崎県（公表確定値）

林業 死傷災害（休業４日以上）
【事故の型別】【H29～R1年】

全
国(

人)
宮
崎
県(

人)

林業、全業種ともＨ29年から死傷者数は増加傾向にある。
林業に係るＲ１年の死傷者数はＨ29年に比べ31％増加。

資料：労働者死傷病報告資料：労働者死傷病報告

※令和２年の数値は9月末速報値
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チェーンソーでは
大腿部、下腿部、
刈払機では足首
の切創災害が多
い。

伐木、集材作業
時に重篤な災害
が発生している。

足首及びつま先
に保護材のある
安全靴等及び防
護衣の着用を徹
底する。

基本安全作業を
徹底する。

死傷者は３人に１人
が60才以上である。

運動能力、判断力等
を踏まえた作業方法
（伐木作業時の退避
で支障となるものの
排除を徹底するなど
）を確立する。
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【林業労働災害防止強調運動配布リーフレット】
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◎宮崎労働局ホームページをご利用ください

・災害統計 ・作業計画雛形 ・現場班長による安全宣言運動

・林業労働災害防止強調運動実施要綱

【問い合わせ先】

宮崎労働局 0985-38-8835

宮崎労働基準監督署 0985-29-6000 都城労働基準監督署 0986-23-0192

延岡労働基準監督署 0982-34-3331 日南労働基準監督署 0987-23-5277

資料：労働者死傷病報告資料：労働者死傷病報告

令和１年・２年 林業における死亡災害事例

チェーンソーを用いて行う伐木・造材作業に関する作業計画について

・ 振動工具の使用時間管理

・ 防振手袋の着用の徹底

・ 点検、整備の励行

・ 振動工具管理

責任者の選任

チェーンソー、刈払機を使用する際は、以下の点に留意しよう

振動障害を防止しよう

現場班長による安全現場宣言運動は、「現場班長」が、労働災

害防止のため自らが何を行うのかを具体的に考え、それを掲示するこ

とにより、そこで働く作業者に対し、労働災害防止に取り組んでいる

意気込みを表明し、ひいては現場全体の労働災害防止に対する意

識啓発を図ることを目的とする安全活動です。

現場での重点目標を設定し、重点目標は、具体的に、

誰にでもわかりやすく表現する。

班長がその実現のために模範を示す。

朝礼場所や休憩場所に重点目標を掲示します！

現場班長による「安全現場宣言運動」を実施しよう

約6m

約12m

林道

幅員（4m）
水深約20cm

被災者は履帯の
下敷きとなった

資料：労働者死傷病報告

「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」が令和2年1月31日に改正さ
れました。本ガイドラインでは、伐木等作業に係る作業計画の作成が追加されています。作
業計画を元に日々の作業前ミーティング等でその日の作業内容の確認、災害防止対策の
検討、実施することが重要です。
ガイドライン及び作業計画の様式は宮崎労働局ホームページからダウンロードすることがで

きます。

重機に係る墜落・転落死亡災害の撲滅のために

林業現場では車両系木材伐出機械、車両系建設機械、
車両系荷役運搬機械など多種の重機が使用されています。
平成22年から令和1年の過去10年間に発生した県内の林
業死亡災害33件のうち、5件は重機を運転中、路肩等で墜
落又は転倒し、運転席から投げ出される又は重機の下敷きに
なるといった災害です。墜落又は転倒のおそれのある場所で重
機を運転する際は、転倒時保護構造、シートベルト等を備え
たものを使用し、シートベルトを着用しましょう。

シート
ベルト

チェーンソーによる伐木作業等の業務に係る特別教育について

○

①改正前の安衛則第36条第８号に定める特別教育
（大径木伐木等、チェーンソー含む）を修了した労働者
➡ 学科２時間、実技３０分間の追加教育

② 改正前の安衛則第36条第８号に定める特別教育
（大径木伐木等、チェーンソー除く。）を修了した労働者

➡ 学科６時間、実技４時間３０分の追加教育
③ 改正前の安衛則第36条第８号の２に定める特別教育
（小径木伐木）を修了した労働者
➡ 学科３時間、実技５時間の追加教育

伐木作業等の安全対策に係る労働安全衛生規則の一部改正のうち、チェーンソーによる伐
木作業等の業務に係る特別教育の改正は令和2年8月1日より施行されました。改正前の内
容で特別教育を受講し、追加教育を受けていない方はチェーンソーによる伐木作業等に従事で
きませんでご注意ください。追加教育の概要は下記を参照ください。

６ 令和２年７月 男 50代 ５年
杉・ヒノキの皆伐作業現場において、伐採作業を行っていた被災者のチェーンソーの音が聞こえなかったので、同僚が行ってみると、倒れている被災者

を発見した。杉を伐倒した際、既に倒した伐倒木に接触し、その反動で伐倒木の元口が跳ね上がり、被災者に激突したものと推定する。

５ 令和１年12月 男 70代 10年
　胸高直径約30ｃｍの広葉樹を被災者が伐倒したところ、広葉樹の山側にあった胸高直径約20ｃｍの広葉樹が、高さ約8ｍの個所で折れ、長

さ約9.5ｍの先端部分が落ち、被災者に当たった。広葉樹が折れた原因は、つるがらみ、えだがらみがなどが考えられる。

４ 令和１年10月 男 60代 4ヶ月
　傷んだ林道を補修するために川砂利を積載した不整地運搬車を被災者は運転していた。砂利をダンプし、不整地運搬車を旋回等させていたとき、

林道の路肩から約6ｍ転落し、被災者は不整地運搬車の下敷きになった。

３ 令和１年９月 男 20代 ５年
　間伐作業現場に向かうため、傾斜約50度の落ち葉で覆われている山道を被災者は歩行していたところ、足を滑らせ滑落（斜距離約12ｍ）し、

河床の岩で頭を強打した。被災者はスパイク付きの靴を着用しておらず、被災直後、保護帽は脱げていた。

２ 令和１年９月 男 40代 ２年
　長さ4ｍの丸太約60本を積載したトラッククレーン（最大積載量9.3ｔ）で林道を被災者は走行していたところ、林道の路肩が崩壊（長さ3.5

ｍ、最大幅68ｃｍ）し、崖下に転落した。

１ 令和１年５月 男 70代 ２年
　杉（樹高約23ｍ）に追い口を入れた箇所にクサビを被災者が打ち込んだところ、予定した伐倒方向と違う方向へ伐倒木が倒れ、近くで作業して

いたグラップルの掴みアームに接触した。その反動で伐倒木が被災者の退避場所に滑り、被災者に激突した。

番号 発生日 性別 年齢 経験期間 災害の概要

杉（樹高約23ｍ）に追い口を入れた箇所にクサビを1本被災者が打ち込んだところ、予定した伐倒方向と違う方向へ伐
倒木が倒れ、近くで作業していたグラップルの掴みアームに接触した。その反動で伐倒木が被災者の退避場所に滑り、被災者
に激突した。

・受け口及び追い口の作成が不十分でクサビの打ち込み方向も適切でなかったことから、立木を伐倒予定方向に伐倒できな
かったこと。
・伐倒木とグラップルの退避場所の距離が不足していたため、伐倒予定方向に倒れなかった伐倒木がグラップルの退避場所に
倒れ、運転者が危険回避のため掴みアーム部で掴もうとしたが掴めず、掴みアーム部に接触した伐倒木が想定外の方向に倒
れたこと。

・伐倒作業は受け口、追い口を適切な位置に作成し、クサビを２本以上使用して、伐倒予定方向に確実に倒すこと。

・伐倒木が他の作業者等に激突しないよう、伐倒木の樹高の２倍を半径とする円の内部に他の作業者を立ち入れないこと。

傷んだ林道を補修するために川砂利を積載した不整地運搬車を被災者は運転していた。砂利をダンプし、不整地運搬車

を旋回等させていたとき、林道の路肩から約6ｍ転落し、被災者は不整地運搬車の下敷きになった。

・無資格である被災者に不整地運搬車を運転させたこと。
・不整地運搬車にサイドミラーが取り付けられていなかったため、運転席から右側側面、後方が死角となったこと。
・不整地運搬車を走行するに当たり、危険個所の事前調査及び路肩の明確な表示が不十分であったこと。
・作業場所の広さ、地形、不整地運搬車の能力等に適応する作業計画を作成していなかったこと。
・路肩から墜落するおそれのある林道において、不整地運搬車の作業を行う際、誘導者を配置していなかったこと。

・不整地運搬車の運転業務には、不整地運搬車の運転技能講習修了者等に従事させること。
・不整地運搬車を現場に持ち込む前に、運転者の側面、後方の死角を少なくするためのサイドミラーを取り付けること。
・危険個所の事前調査を確実に行い、路肩の明確な表示等を行うこと。
・作業場所の状況、不整地運搬車の能力等に適応し、運行経路、具体的な作業方法等を明確にした作業計画を作成
し、関係労働者に周知すること。
・路肩から墜落するおそれのある林道で不整地運搬車の作業を行う際は誘導者を配置し、その者に適切に誘導させること。
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